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徳島県個人情報保護審査会

会 長 大 道 晋

個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について（答申）

平成２９年１０月６日付けふ第１０５号で諮問のありました個人情報の収集制限

（要配慮個人情報の収集制限）の例外に関する事項（条例第６条第３項関係）につい

て，下記のとおり答申します。

記

要配慮個人情報は，徳島県個人情報保護条例及び徳島県情報公開条例の一部を改正

する条例（平成２９年徳島県条例第４５号）による改正前の条例第６条第３項に規定

されたいわゆる「センシティブ情報」と同趣旨の概念であるため，要配慮個人情報に

ついても，基本的に，平成１４年１２月２５日付け答申第１号の収集制限（センシテ

ィブ情報の収集制限）の例外（条例第６条第３項関係）に係る類型事項に該当すると

認められます。

ただし，類型事項の１４，１６及び２０については，個人情報取扱事務の目的を達

成するためには，収集し得る要配慮個人情報の範囲を限定することは適当ではないと

判断します。

よって，答申第１号の類型事項を次表のとおり改めることとします。

なお，類型に該当するか否かについては，要配慮個人情報の収集禁止の原則の趣旨

を踏まえ，収集する要配慮個人情報の内容や必要性を十分に検討し，厳格に判断して

ください。



収集制限（要配慮個人情報の収集制限）の例外（条例第６条第３項関係）

（類型事項）

番号 類 型 例外として収集が認められる理由

１ (栄典・表彰等選考関係) ○表彰等の内容によっては，表彰等に必要な範囲内で，

栄典，表彰等の選考事務におい 候補者の要配慮個人情報を収集することが必要な場合

て，候補者の要配慮個人情報を がある。

収集することが必要な場合 ○犯罪歴を有する者が栄典，表彰等を受けることは，社

会通念上県民等の感情にそぐわないと考えられること

から，候補者の選考に当たって，犯罪歴の有無等を確

認することが必要な場合がある。

○実施機関以外のものから提出される功績調書等には，

候補者の要配慮個人情報が含まれる場合があるが，こ

れらは推薦者等の意思により任意に提供されるもので

あり，その性質上，収集を拒むことができない。

２ (作文募集等関係) ○作文等の記述内容等は，応募者等の自由な意思により

作文等のコンクールや試験等に 一方的に提供されるものであり，その性質上，収集を

おいて作成される作文，論文等 拒むことができない。

の中で，応募者等の意思により

提供され，収集することとなる

場合

３ (相談等関係) ○相談等の内容は，相談者等の自由な意思により一方的

県民等からの相談，苦情，要 に提供されるものであり，その性質上，収集を拒むこ

望，陳情，通報等において，相 とができない。

談者等の意思により提供され， ○相談等に適切に対応するためには，事務の目的の範囲

収集することとなる場合 内で，要配慮個人情報を的確に把握することが必要な

場合がある。

４ (刊行物等関係) ○新聞や書籍等に掲載され，公にされている情報等につ

一般に入手できる刊行物等から いては，不特定多数の者に公表され誰もが知り得る状

収集する場合 態にあることから，事務の目的の範囲内で収集する限

りにおいては，個人情報保護の問題が生じることは少

ないと考えられる。しかし，情報のすべてが正確なも

のとは限らないことから，出典等を明示しておくこと

が望ましい。

５ (来訪者等受入れ関係) ○来訪者等の円滑な受入れのために，受入れに必要な範

来訪者や研修生等の受入れを行 囲内で，来訪者等の要配慮個人情報を収集することが

うに当たり，来訪者等の要配慮 必要な場合がある。

個人情報を収集する場合 ○特に，海外からの来訪者や研修生等の受入れに当たっ

ては，滞在中の生活に支障がないように，また，相手

方の生活習慣の違いに適切に対応するために，要配慮

個人情報を収集することが必要な場合がある。

○受入れに当たって，来訪者等から配慮を求められる場

合など，これらの要配慮個人情報が相手方の意思によ

り一方的に提供される場合がある。



番号 類 型 例外として収集が認められる理由

６ (申請・届出等関係) ○各種の申請，届出等に係る事務処理に当たっては，当

申請，届出等に関する事務にお 該申請等の要件等として要配慮個人情報を収集するこ

いて収集する場合 とが必要な場合がある。

○これらの要配慮個人情報は，申請等に係る審査など当

該申請等に基づく事務を行うに当たり必要不可欠なも

のである。

７ (争訟・交渉等関係) ○争訟等における相手方の主張等は，相手方の自由な意

争訟，交渉等の事務において， 思により一方的に提供されるものであり，その性質

当事者等の要配慮個人情報を収 上，収集を拒むことができない。

集する場合 ○争訟等においては，実施機関が公正な判断や主張立証

等を行うために必要な範囲内で，当事者や関係者の要

配慮個人情報を収集することが必要な場合がある。

８ (教育・指導等関係) ○教育等の事務を行うに当たっては，その対象となる者

教育，指導，評価，訓練等の事 等の実状を把握するために必要な範囲内で，要配慮個

務において，対象となる者等の 人情報を収集することが必要な場合がある。

要配慮個人情報を収集する場合 ○宗教上の理由から教育上の配慮を求められる場合な

ど，対象となる者等の意思により一方的に提供される

要配慮個人情報については，その性質上，収集を拒む

ことができない。

○指導等を行う中で，対象となる者の主張等を聴取する

ことが必要な場合があるが，その主張等に含まれ一方

的に提供される場合がある。

９ (病院等での診療等関係) ○医療機関や保健所等において，患者等に対し的確な診

病院，保健所等において，診 療や保健指導等を行うためには，診療等に必要な範囲

療，疾病予防等を行うため，患 内で，患者等の要配慮個人情報を収集する必要があ

者等の要配慮個人情報を収集す る。

る場合

１０ (職員の任免等関係) ○職員や委員の任用に当たって適格性の審査を適正に行

職員や委員の任免等を行うに当 い，又は免職等の処分に当たって事案に応じた適正な

たり収集する場合 処理を行うためには，事務に必要な範囲内で，職員等

の要配慮個人情報を収集することが必要な場合があ

る。

１１ (事故処理等関係) ○職員等が関係する事故，実施機関の管理する施設内に

職員等が関係する事故等の処理 おける事故等の処理に当たっては，正確な事故の状況

に当たり，事故の当事者等の要 や被害の状況等を把握するために必要な範囲内で，事

配慮個人情報を収集する場合 故の当事者等の身体に関する要配慮個人情報を収集す

ることが必要な場合がある。



番号 類 型 例外として収集が認められる理由

１２ (用地取得等関係) ○墳墓，神社，仏閣，教会等の宗教施設の改葬，移転等

公共事業の用地取得や公有財産 の補償額算定等においては，所有者等の信条に関する

の管理等に関する事務におい 要配慮個人情報を収集する必要がある。

て，墳墓等の宗教施設の改葬， ○公共事業の用地取得や公有財産の管理においては，権

移転等の補償を適切に行うた 利関係や相続関係等を正確に把握するために，土地や

め，また，権利関係等を確認す 家屋の所有者等に係る相続関係調査等により本籍等社

るため収集する場合 会的身分に関する要配慮個人情報を収集することが必

要な場合がある。

１３ (障がい者対策関係) ○心身に障がいを有する者に対して，適切な事務を行う

障がい者を対象とした事務を行 ためには，事務に必要な範囲内で，その対象となる者

うため収集する場合 の身体に関する要配慮個人情報を収集する必要があ

る。

１４ (人権対策関係) ○人権対策に関する事務を行うに当たっては，事務に必

人権対策に関する事務を行うに 要な範囲内で，その対象となる者の要配慮個人情報を

当たり収集する場合 収集することが必要な場合がある。

１５ (本人確認関係) ○保有個人情報の開示に関する事務等を行うに当たって

本人であること等を確認するに は，本人であること等を確認する必要があるが，その

当たり収集する場合 確認のために提示又は提出される書類の中に，本籍等

社会的身分に関する要配慮個人情報が含まれる場合が

ある。

１６ (県営住宅の管理等関係) ○県営住宅の入居者の募集や管理等に当たっては，入居

県営住宅の適正な管理を行うた 者等の実状を正確に把握するために必要な範囲内で，

め，入居者等の要配慮個人情報 入居者等の要配慮個人情報を収集する必要がある。

を収集する場合

１７ (災害・事故等関係) ○災害や事故の状況を把握する事務及び災害や事故によ

災害や事故の状況を把握する事 る死者や障害が生じた者に給付金等を支給する事務を

務，災害や事故による死者又は 行うに当たっては，被災者等の身体に関する要配慮個

障害を生じた者に給付金等を支 人情報を収集する必要がある。

給する事務等を行うに当たり，

被災者等の要配慮個人情報を収

集する場合

１８ (研修参加等関係) ○研修や資格等の中には，本人の健康状態の良好なこと

研修参加，資格取得等に当た が研修への参加や資格取得の要件等とされている場合

り，健康診断書等により収集す があるが，その要件等を満たしているかどうかを判断

る場合 するためには，健康診断等により身体に関する要配慮

個人情報を収集する必要がある。



番号 類 型 例外として収集が認められる理由

１９ (法定受託事務関係) ○法定受託事務において，要配慮個人情報の収集につい

法律上従う義務を有する各大臣 て各大臣その他国の機関から基準等が示されている場

その他国の機関の指示等より収 合には，是正の指示等の関与により，最終的には，こ

集する場合 れに従わざるを得ない。

２０ (業務委託関係) ○委託契約等に当たって，業務の内容等によっては，当

委託契約等に当たり，当該業務 該業務の委託に必要な範囲内で，委託先の従業員等の

の受託者等からその従事者の要 要配慮個人情報を収集することが必要な場合がある。

配慮個人情報を収集する場合

２１ (議員の政党名等関係) ○議会に関係する事務を適切に行うためには，事務に必

議員の政党名，会派名，政治的 要な範囲内で，議員の所属政党名，会派名，政治理念

理念等信条に関する要配慮個人 等信条に関する要配慮個人情報を収集することが必要

情報を収集する場合 な場合がある。



徳島県個人情報保護審査会審議経過

回 開催年月日 内 容

第９５回 平成２９年１０月１６日 諮問
審議

第９６回 １１月３０日 審議

第９７回 平成３０年 １月１１日 審議

徳島県個人情報保護審査会委員名簿

氏 名 職 業 等 備 考

大 道 晋 弁護士 会長

坂 田 美 佐 税理士

末 吉 江 衣 弁護士

南 波 浩 史 徳島文理大学総合政策学部教授

松 永 満佐子 四国大学短期大学部教授 会長職務代理者

（五十音順）




